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建設業の2024年問題とは、2024年に施行される「働き方改革関連法」の影響を受けて、
建設業界が対応しなければいけない問題のことです。 

「働き方改革関連法」は、正式名称が「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律」で、2019年4月1日に施行された法案です。 
ただし、建設業では、一部の働き方改革関連法案の適用に5年間の猶予期間が設けら
れており、2024年4月から適用されることになります。 
建設業の2024年問題のほかに、「物流業（運送・運輸）の2024年問題」や「医療業の
2024年問題」というものもあります。 
2024年4月から施行される「働き方改革」のポイントは、以下の2つです。 
時間外労働の規制、 
2024年4月から時間外労働時間に罰則付きで規制がかけられます。 
時間外労働時間の上限は、原則として月45時間以内、年360時間以内です。 
割増賃金率 
25%から50%へと引き上げとなります。つまり、2023年4月からは、企業の規模に関係な
く月の時間外労働時間が60時間を超える場合は、50%の割増賃金を支払う必要がある
ということです。KENTEM2024-02-14 
 

建設業の2024年問題とは 

深刻化する「人手不足」、建設業に魅力がなく若い人のなり手がないということで、国が 
業界に労働環境の改善を指示しないといけないようてす。効果あればいいですが・・・ 


